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一
．
は
じ
め
に

　

江
戸
期
漢
学
者
の
海
保
青
陵
（
一
七
五
五
〜
一
八
一
七
）
に
は
、『
東
贐
』（
あ

ず
ま
の
は
な
む
け
）
と
い
う
著
書
が
あ
る
。
こ
の
『
東
贐
』
は
、
青
陵
が
加
賀
藩

滞
在
中
に
知
人
と
な
っ
た
「
富
永
某
君
」（『
東
贐
』p.358

）
（
１
）
の
た
め
に
記
し
た

書
で
あ
り
、『
東
贐
』
内
に
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
「
乙
丑
の
年
に
加
州
金
沢
に
遊
び
て
、
府
の
聞
人
秋
台
阮
子
と
格
別
に
懇
意

を
結
べ
り
。
此
阮
子
性
質
侠
客
に
て
、
人
の
福
を
喜
ぶ
事
、
己
れ
が
こ
れ
有

る
が
如
く
す
る
人
に
て
、
最
書
を
も
読
、
詩
も
作
り
、
書
も
印
章
も
尽
堪
能

な
る
人
な
れ
ば
、
彼
是
土
地
の
安
富
に
な
る
事
を
も
平
生
心
に
懸
て
、
親
切

な
る
人
也
。
阮
子
の
紹
介
に
て
富
永
某
君
に
迎
ら
れ
て
、
某
君
と
は
大
に
歓

を
罄
し
て
常
に
往
来
せ
り
。
某
君
は
徒
兵
の
隊
将
を
領
せ
ら
れ
て
、
来
年
丙

寅
の
春
に
は
江
戸
へ
勤
番
に
出
ら
る
べ
き
順
也
」（『
東
贐
』p.357-358

）

と
さ
れ
る
。
こ
の
文
中
に
登
場
す
る
、
青
陵
が
金
沢
滞
在
中
に
知
り
合
っ
た
「
秋

台
阮
子
」
と
は
、
金
沢
町
人
の
浅
野
屋
秋
吉
（
通
称
彦
六
）
で
あ
り
、
そ
の
「
秋

台
阮
子
」
の
紹
介
に
よ
り
知
り
合
っ
た
「
富
永
某
君
」
と
は
富
永
権
蔵
の
こ
と
で

あ
る
こ
と
が
、
長
山
直
治
氏
の
研
究
「
加
賀
藩
に
お
け
る
海
保
青
陵
と
本
田
利
明

　

│
加
賀
藩
関
係
者
と
の
交
遊
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
│
」（『
石
川
県
立
金
沢
錦

丘
高
等
学
校
紀
要
』
第
十
五
号　

一
九
八
七
年
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

青
陵
の
述
べ
て
い
る
こ
の
執
筆
経
緯
に
つ
い
て
、
長
山
氏
前
述
研
究
を
基
に
も

う
少
し
詳
し
く
解
説
す
る
と
、
こ
の
「
富
永
某
君
」
富
永
権
蔵
は
諱
を
必
昌
と
い

い
、
石
高
千
五
十
石
で
御
徒
頭
を
勤
め
て
い
た
が
、
こ
の
御
徒
頭
と
い
う
役
は
交

代
で
江
戸
詰
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
此
度
「
来
年
丙
寅
の
春
に
は
江
戸

へ
勤
番
に
出
ら
る
べ
き
順
也
」
と
富
永
権
蔵
が
来
年
江
戸
詰
を
勤
め
る
順
番
と

な
っ
た
。

　

そ
の
江
戸
に
出
る
富
永
権
蔵
の
た
め
に
、「
東
府
に
生
れ
て
東
府
に
長
じ
」「
京

に
居
た
る
時
に
、
人
の
始
め
て
江
戸
へ
行
く
人
に
、
江
戸
の
風
俗
、
水
土
、
世
代

の
事
を
書
き
て
贈
り
た
る
事
度
々
あ
り
」（『
東
贐
』p.357

）
と
、
既
に
江
戸
初

心
者
に
対
し
て
江
戸
生
活
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
た
び
た
び
執
筆
し
た
こ
と
が
あ
っ

『
東
贐
』
に
見
え
る
海
保
青
陵
の
社
会
認
識

坂

本

頼

之
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た
青
陵
が
、
江
戸
の
有
識
、
江
戸
の
風
俗
、
ま
た
江
戸
生
活
で
の
注
意
点
な
ど
に

つ
い
て
記
し
た
も
の
が
『
東
贐
』
で
あ
る
。

　

こ
の
『
東
贐
』
に
は
、
そ
の
著
述
目
的
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
非
常
に
細
々
と

し
た
江
戸
生
活
の
注
意
点
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
提
供
さ
れ
る
雑
多
な
情
報
と

あ
わ
せ
て
、
江
戸
生
活
に
関
す
る
ご
く
実
用
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
な
っ
て
い
る
」

（
徳
盛
誠
氏
『
海
保
青
陵　

江
戸
の
自
由
を
生
き
た
儒
者
』
朝
日
新
聞
出
版　

二
〇
一
三
年p.149

）
と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
流
の
茶
の
作
法
か
ら
、

江
戸
生
活
で
の
気
晴
ら
し
の
仕
方
、
江
戸
特
有
の
闇
社
会
の
ル
ー
ル
ま
で
（
２
）、

懇
切

丁
寧
で
リ
ア
ル
な
江
戸
案
内
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に

こ
の
書
に
は
「
江
戸
有
職
」、
つ
ま
り
「
江
戸
に
て
用
ひ
ら
る
る
政
令
礼
楽
」

（『
東
贐
』p.359

）
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
の
習
俗
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
『
東
贐
』
に
、
な
ぜ
「
江
戸
有
職
」
が
紹
介
さ
れ
る
の

か
と
い
う
と
、

「
江
戸
有
識
は
書
き
物
も
無
し
。扨
又
、京
有
識
の
よ
ふ
に
極
り
た
る
形
な
し
。

今
の
民
の
好
悪
、
今
の
民
の
風
俗
に
合
せ
て
、
折
々
に
か
わ
る
事
ゆ
へ
、
京

有
職
の
よ
ふ
に
す
わ
り
た
る
事
な
し
。
古
実
も
御
取
用
ひ
有
る
時
も
あ
り
。

無
き
時
も
あ
る
也
。
御
役
抔
も
名
の
か
わ
る
事
も
あ
り
、
新
規
御
役
と
い
ふ

も
の
も
あ
り
、
新
御
例
と
い
ふ
も
の
も
あ
り
て
、
其
時
々
に
転
じ
て
、
民
情

に
合
ふ
よ
ふ
に
取
立
る
事
多
し
」（
同
上
）

と
、「
日
本
の
有
職
故
実
」（『
東
贐
』p.359

）
た
る
京
都
の
「
京
有
職
」
に
対
し

て
、「
江
戸
有
職
」
が
「
甚
知
り
難
し
」（
同
上
）
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
且
つ
ま

た
そ
の
知
り
難
き
「
江
戸
有
職
」
を
知
る
こ
と
が
、
い
ず
れ
富
永
権
蔵
が
江
戸
よ

り
帰
国
し
、
国
元
の
加
賀
藩
で
勤
務
す
る
際
に
「
諸
侯
富
国
の
基
本
」（
同
上
）

と
な
る
た
め
、「
兎
角
早
く
江
戸
風
を
知
り
て
、
江
戸
の
有
職
を
知
る
事
第
一
也
」

（『
東
贐
』p.358

）
と
青
陵
が
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
『
東
贐
』
内
の
「
江
戸
有
職
」
に
対
し
て
の
言
及
の
中
に
、
当
時
の
日
本

社
会
を
青
陵
が
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
の
か
が
う
か
が
え
る
部
分
が
あ
る
。

そ
れ
は
天
皇
制
と
い
う
制
度
と
徳
川
幕
府
と
が
両
立
し
て
い
る
現
状
の
社
会
制
度

に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。

　

海
保
青
陵
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
数
あ
れ
ど
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
天
皇
制

と
の
関
連
で
の
研
究
は
行
わ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
（
３
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

『
東
贐
』
を
中
心
と
し
た
青
陵
著
述
内
に
見
え
る
天
皇
制
及
び
日
本
の
社
会
制
度

へ
の
言
及
を
通
し
て
、
青
陵
が
当
時
の
日
本
社
会
に
お
け
る
天
皇
と
い
う
存
在
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ま
た
天
皇
制
を
も
つ
日
本
と
い
う
国
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
の
か
、
つ
ま
り
青
陵
の
現
状
認
識
を
天
皇
制
や
社
会
制
度
の
側
面
か
ら
考
え

て
み
る
こ
と
と
、
そ
し
て
そ
の
現
状
認
識
が
青
陵
自
身
の
思
想
と
ど
の
よ
う
に
関

連
し
て
い
く
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
．
天
皇
と
徳
川
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識

　

ま
ず
は
『
東
贐
』
に
お
い
て
、
富
永
権
蔵
に
対
し
て
説
明
さ
れ
る
天
皇
制
と
青
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陵
の
現
状
認
識
を
確
認
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
直
接
的
な
言
及
部
分
は
一
文
の
、

そ
れ
も
一
か
所
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
青
陵
の
他
著
書
の
言
及
と
関
連
付
け
な
が
ら

丁
寧
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。『
東
贐
』
で
青
陵
は
日
本
の
現
状
に
対
し
て
こ

の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
日
本
国
の
君
王
は
京
に
ま
し
ま
せ
共
、政
令
は
江
戸
よ
り
出
る
也
」（『
東
贐
』

p.359

）

　
『
東
贐
』
執
筆
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
で
あ
り
（
４
）、

当
時
は
光
格
天
皇

（
一
七
七
一
〜
一
八
四
〇　

在
位
安
永
八
年
（
一
七
八
〇
）
〜
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
））
の
時
代
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
青
陵
は
「
日
本
の
君
王
」（
天
皇
）
は
京
に
お
ら
れ
る
が
、
政
令
は
江

戸
か
ら
、
つ
ま
り
政
治
権
力
は
江
戸
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
権
力
の
二
重

構
造
に
つ
い
て
、
青
陵
は
『
東
贐
』
以
外
の
著
書
で
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「

今
公
方
様
は
御
名
は
諸
侯
な
れ
ど
も
、
其
実
は
王
な
り
」（『
経
済
話
』

p.318

）
（
５
）

　
『
経
済
話
』
の
文
と
、『
東
贐
』
の
「
日
本
国
の
君
王
は
京
に
ま
し
ま
せ
共
」
の

表
現
を
見
る
限
り
で
は
、
青
陵
は
名
実
か
ら
い
え
ば
、
名
目
上
は
天
皇
が
「
日
本

国
の
君
王
」
で
あ
る
が
、
内
実
は
徳
川
将
軍
が
「
王
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
実
際
の
「
王
」
た
る
徳
川
将
軍
の
権
力
に
つ
い
て
、
青
陵
は
「
王
道
」

「
覇
道
」
の
区
別
を
説
明
す
る
中
で
以
下
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
記
述
が
あ
る
。

「
我
東
方
は
頼
朝
以
来
皆
外
の
あ
る
仕
方
也
。
只
今
に
至
り
て
は
、
全
一
躰

の
様
な
れ
共
、
諸
侯
差
出
し
の
高
と
い
ふ
て
、
ど
れ
よ
り
も
も
ら
ひ
た
る
高

で
な
し
。
ゆ
へ
に
国
家
は
各
国
の
風
俗
各
別
也
。
大
府
に
て
も
覇
道
に
て
御

す
る
事
と
見
へ
た
り
」（『
富
貴
談
』p.526

）

「
今
大
府
は
似
た
る
も
の
な
れ
共
天
子
に
あ
ら
ず
。
丸
き
り
持
に
あ
ら
ず
」

（『
燮
理
談
』p.461

）

「
東
方
」
と
は
「
頼
朝
以
来
」
と
い
う
記
述
や
、
前
後
が
日
中
の
歴
代
政
権
の
比

較
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
こ
と
を
指
し
、「
大
府
」
と
は
他
の
著
書
で
「
近

世
大
府
も
大
名
家
も
」（『
善
中
談
』p.478

）
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
徳
川
将
軍
家
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
６
）。

　

そ
も
そ
も
青
陵
に
と
っ
て
の
王
道
・
覇
道
と
は
、
王
・
覇
の
道
徳
的
価
値
観
の

違
い
を
表
す
語
句
で
は
な
く
、
支
配
領
域
の
分
類
を
指
す
「
名
」（
概
念
）
で
あ

る
。
王
道
と
は
「
外
の
無
き
名
也
」（『
養
心
談
』p.410

）
で
あ
り
、
領
域
世
界

全
体
を
持
っ
て
い
る
た
め
外
が
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
う
。
別
の
個
所
で
は
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「
天
下
を
取
る
道
を
王
道
と
云
ふ
。
外
な
き
名
也
。
外
の
な
き
と
云
ふ
は
、

隣
国
も
敵
国
も
無
く
て
、
皆
我
国
と
取
込
む
事
也
」（『
富
貴
談
』p.525

）

で
あ
っ
て
、「
譬
へ
ば
一
家
の
如
し
」（
同
上
）
で
あ
る
（
７
）。
一
方
、
覇
道
と
は
「
外

の
あ
る
名
也
」（『
養
心
談
』p.410

）
で
あ
り
、

「
覇
は
外
の
あ
る
名
也
と
云
ふ
は
、
隣
国
を
他
国
と
云
。
隣
国
を
他
国
と
云

は
外
の
あ
る
也
。
天
下
を
丸
で
己
が
国
と
す
れ
ば
隣
国
も
自
国
也
。
是
隣
国

な
き
也
。
隣
国
と
云
も
の
な
き
を
外
な
き
と
云
也
」（『
養
心
談
』p.419

）

で
あ
っ
て
、
領
域
全
体
を
「
丸
き
り
持
」
で
持
っ
て
お
ら
ず
、「
外
」「
隣
」
が
あ

る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
青
陵
的
な
「
王
」「
覇
」
分
類
か
ら
す
る
と
、
徳
川

将
軍
家
は
「
覇
」
で
あ
る
。
天
下
を
「
丸
」
で
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
徳
川
将
軍
家
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
代
武
家
政
権
は

皆
「
覇
」
で
あ
る
。

「
頼
朝
・
足
利
・
豊
臣
・
御
当
家
様
は
皆
覇
也
」（『
養
心
談
』p.410
）

「
大
府
に
て
も
覇
道
に
て
御
す
る
事
と
見
へ
た
り
」（『
富
貴
談
』p.526

）

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
徳
川
将
軍
家
が
「
覇
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
先
ほ
ど

引
用
し
た
「
今
公
方
様
は
御
名
は
諸
侯
な
れ
ど
も
、
其
実
は
王
な
り
」（
前
述

『
経
済
話
』）
の
「
名
は
諸
侯
」「
其
実
は
王
」
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、『
経
済
話
』
で
は
そ
の
後
文
で

「
江
戸
抔
に
て
は
死
刑
相
当
の
人
を
ば
、
死
罪
一
等
を
減
じ
て
流
罪
に
処
せ

ら
る
る
事
古
例
な
り
。
是
は
一
体
、
天
下
は
京
都
の
御
料
理
な
る
べ
き
を
、

江
戸
の
自
由
に
な
さ
る
る
と
云
ふ
、
京
都
へ
対
せ
ら
れ
て
の
御
会
釈
と
承
ま

は
れ
り
」（『
経
済
話
』p.319

）

と
、
刑
罰
の
施
行
に
お
い
て
、
幕
府
が
京
都
朝
廷
に
斟
酌
し
、
死
刑
相
当
で
あ
っ

て
も
死
罪
を
処
さ
ず
に
流
罪
と
す
る
と
い
う
古
例
を
あ
げ
て
い
る
。
徳
川
将
軍
家

の
内
実
が
真
に
青
陵
的
意
味
で
の
「
王
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
京
都
に
対
し
て
の

「
御
会
釈
」
が
あ
る
は
ず
も
な
い
。

　

結
局
「
其
実
は
王
な
り
」
と
は
、「
此
方
様
は
御
名
も
諸
侯
な
れ
ば
、
其
実
も

諸
侯
な
り
」（『
経
済
話
』p.318

）
と
い
う
、
公
方
（
将
軍
家
）
と
「
三
ヶ
国
の

国
主
大
名
」
で
あ
る
此
方
様
（
加
賀
前
田
家
）
と
の
関
係
で
の
表
現
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
８
）。

　

青
陵
の
王
・
覇
の
別
か
ら
徳
川
将
軍
が
「
覇
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

に
対
す
る
「
王
」
は
何
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
支
配
権
の
領
域
と
い
う
意
味
で
い
え

ば
、
そ
れ
は
や
は
り
天
皇
＝
「
日
本
国
の
君
王
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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「
一
躰
武
家
は
清
盛
・
頼
朝
の
二
公
よ
り
、
京
師
の
民
を
我
物
に
し
た
る
よ

ふ
に
な
り
た
る
ゆ
へ
か
、
其
以
後
は
、
民
は
民
、
上
は
上
と
わ
か
り
て
二
株

に
な
れ
り
。
民
の
物
は
上
の
物
に
あ
ら
ず
。
上
の
政
は
民
は
あ
づ
か
ら
ず
い

と
ふ
よ
う
に
な
れ
り
」（『
諭
民
談
』p.552

）

「
民
の
権
の
つ
よ
ふ
な
り
て
、
上
の
権
の
う
す
ふ
な
り
た
る
は
、
全
く
古
制

を
取
り
失
ふ
た
る
よ
り
起
り
た
る
事
也
。
古
制
の
う
し
な
ひ
た
る
は
、
外
の

物
を
我
物
に
す
る
よ
り
起
り
た
る
事
也
。秦
は
周
の
民
を
我
物
に
し
た
る
也
。

漢
は
秦
の
民
を
我
物
に
し
た
る
也
」（
同
上
）

「
我
邦
に
て
も
当
御
代
ば
か
り
、
動
か
ず
騒
し
か
ら
ぬ
事
二
百
余
年
な
れ
ば
、

借
り
も
の
の
仕
掛
け
に
し
て
お
き
て
は
、
ど
こ
か
理
に
合
は
ぬ
は
づ
也
。
支

那
は
秦
・
漢
よ
り
、
我
邦
は
平
相
国
公
よ
り
借
り
も
の
の
し
か
け
也
。
我
物

で
な
き
も
の
を
我
物
に
し
て
お
く
仕
掛
け
也
」（『
諭
民
談
』p.552

〜p.553

）

こ
の
よ
う
に
青
陵
に
は
「
京
師
の
民
」
を
、
武
家
政
権
が
「
我
物
」
に
し
た
と
い

う
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
我
物
で
な
き
も
の
を
我
物
に
し
て
お
く
」

「
借
り
も
の
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
「
京
師
の
民
」
で
あ
っ
て
、
武
家
の
も

の
で
は
な
い
と
い
う
認
識
で
も
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
外
の
物
を
我
物
に
」
と
い
う
例
え
と
し
て
、
中
国
で
は
周
・
秦
・
漢

の
王
朝
交
代
に
よ
り
、
秦
が
周
の
民
を
、
漢
が
秦
の
民
を
「
我
物
」
に
し
た
と
い

う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
点
か
ら
、「
京
師
の
民
を
我
物
に
」
と
い
う
と
き
の
「
京

師
」
が
具
体
的
な
京
都
の
町
と
そ
の
住
人
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な
く
、
京
都

に
あ
る
天
皇
と
朝
廷
の
民
衆
へ
の
支
配
権
を
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
当
代
の
徳
川
政
権
も
同
様
で
あ
る
（
９
）。
徳
川
将
軍
に
と
っ
て
の

「
外
」
で
あ
る
「
京
師
の
民
」
を
「
借
り
」
て
「
我
物
」
と
す
る
と
い
う
の
な
ら

ば
、「
外
」
あ
る
徳
川
将
軍
家
は
青
陵
的
に
い
え
ば
「
覇
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
そ
の
「
覇
」
に
対
し
て
の
「
王
」
に
直
接
的
な
言
及
は
な
い
が
、
本
来

が
「
京
師
の
民
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
や
は
り
天
皇
・
朝
廷
（
京

師
）
が
「
王
」
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、『
東
贐
』
の
「
日
本
国
の
君
王
は
京
に
ま
し
ま
せ
共
、
政
令
は
江
戸
よ

り
出
る
也
」（『
東
贐
』p.359

）
と
い
う
文
、
お
よ
び
他
著
書
の
記
述
か
ら
考
え

ら
れ
る
、
青
陵
の
日
本
社
会
の
現
状
認
識
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

青
陵
の
王
覇
論
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、「
外
」
が
あ
る
徳
川
将
軍
家
は
「
覇
」

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
の
「
王
」
は
「
京
師
」
で
あ
る
天
皇
・
朝
廷
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
処
罰
を
行
う
に
あ
た
っ
て
京
都
に
「
御
会
釈
」（
斟
酌
）

を
す
る
、
本
来
は
「
京
師
の
民
」
を
「
借
り
」
て
「
我
物
」
に
し
て
い
る
と
認
識

し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、『
東
贐
』
に
お
け
る
、
天
皇
を
「
日
本
国
の

君
王
」
と
し
な
が
ら
、「
政
令
は
江
戸
よ
り
出
る
」
と
す
る
青
陵
の
言
葉
は
、
青

陵
自
身
の
現
状
認
識
を
正
確
に
表
し
た
一
文
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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三
．
天
皇
と
将
軍
・
武
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識

　

次
に
青
陵
が
、
天
皇
・
朝
廷
と
徳
川
家
を
中
心
と
す
る
武
家
と
の
関
係
、
あ
る

い
は
天
皇
と
社
会
を
構
成
す
る
民
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
か
に
認
識
し
て
い

た
の
か
を
、
前
項
に
引
き
続
い
て
『
東
贐
』
内
の
記
述
を
基
に
、
他
著
書
の
記
述

を
参
考
に
し
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
。
青
陵
は
、
現
状
の
日
本
の
実
質
的
支

配
層
た
る
「
武
家
」
と
い
う
存
在
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
武
家
と
い
ふ
事
は
古
へ
よ
り
有
た
る
事
な
れ
共
、
今
の
武
家
と
い
ふ
は
、

地
下
の
官
人
と
い
ふ
よ
ふ
な
る
処
へ
用
ゆ
る
也
。
武
官
と
い
ふ
は
左
大
将
よ

り
武
官
也
。
今
は
五
摂
家
に
て
御
持
な
さ
る
る
也
」（『
東
贐
』p.359

）

「
中
将
少
将
も
武
官
也
。
皆
家
柄
の
堂
上
方
の
公
達
三
位
四
位
五
位
ま
で
持

つ
事
也
。
左
れ
共
是
れ
を
ば
武
家
と
は
い
は
ず
、
江
戸
を
指
し
て
、
六
十
余

州
の
大
名
小
名
を
指
し
て
い
ふ
辞
也
」（
同
上
）

こ
の
よ
う
に
青
陵
は
当
時
の
江
戸
幕
府
社
会
に
お
け
る
「
武
家
」
と
い
う
存
在

と
、
朝
廷
の
制
度
内
の
「
武
官
」
の
違
い
を
説
明
す
る
。
そ
の
上
で
更
に
、「
武

家
」
で
あ
り
な
が
ら
も
官
職
を
持
つ
と
い
う
、
武
家
有
職
と
京
都
有
職
の
二
重
構

造
、
い
わ
ゆ
る
武
家
官
位
に
つ
い
て
説
明
す
る
）
10
（

。

「
頼
朝
は
大
納
言
な
れ
共
、
実
朝
は
右
大
臣
ま
で
昇
進
也
。
左
れ
共
武
家
也
。

足
利
の
義
満
公
は
太
政
大
臣
ま
で
昇
進
也
。
左
れ
共
武
家
也
。
太
閤
は
太
政

大
臣
也
。
さ
れ
共
武
家
也
」（
同
上
）

こ
の
よ
う
に
歴
代
の
武
家
支
配
者
達
が
「
武
家
」
で
あ
り
な
が
ら
官
職
を
持
っ
て

い
た
こ
と
を
説
明
し
、
現
在
の
江
戸
幕
府
創
設
者
で
あ
る
神
君
徳
川
家
康
に
つ
い

て
も
「
東
照
宮
は
右
大
臣
也
」（
同
上
）
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　

こ
の
徳
川
家
と
天
皇
の
関
係
に
つ
い
て
、
青
陵
は
上
野
寛
永
寺
貫
主
と
し
て
下

向
す
る
宮
（
親
王
）
と
徳
川
将
軍
家
が
「
御
同
輩
」
で
あ
り
、「
仙
洞
御
所
に
準

ず
る
」、
つ
ま
り
院
（
上
皇
）
の
御
所
に
準
ず
る
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に

「
二
条
公
は
摂
家
也
。
関
白
を
も
持
た
せ
ら
れ
る
る
御
家
な
り
。
左
れ
ど
も

江
戸
の
御
猶
子
と
し
て
、
御
名
の
一
字
を
進
ぜ
ら
る
る
事
也
」（『
東
贐
』

p.362

）

と
、
五
摂
家
の
一
つ
で
あ
る
二
条
家
が
徳
川
将
軍
家
の
猶
子
と
し
て
偏
諱
を
受
け

る
な
ど
）
11
（

、
徳
川
将
軍
家
が
様
々
な
面
で
、
他
の
「
武
官
」
と
は
異
な
る
特
別
な
扱

い
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　

し
か
し
徳
川
将
軍
家
が
こ
れ
ら
の
特
例
を
受
け
る
存
在
で
あ
り
、「
人
臣
で
は

無
き
よ
ふ
に
礼
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
べ
し
」（『
東
贐
』p.362

）
で
あ
り
な
が

ら
も
、
結
局
は
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「
然
れ
共
姓
の
有
る
は
何
れ
も
人
臣
の
列
也
」（『
東
贐
』p.362

）

こ
の
よ
う
に
、
特
例
で
あ
り
な
が
ら
も
「
姓
が
有
る
の
で
」
徳
川
将
軍
家
は
人
臣

で
あ
る
、
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
そ
の
姓
の
有
無
に
焦
点
を
あ
て
た
青
陵
の
天
皇

観
が
展
開
さ
れ
る
。

「
皇
帝
は
御
姓
は
有
ら
せ
ら
れ
ず
。
閑
院
有
栖
川
伏
見
京
極
は
、
御
姓
は
有

ら
せ
ら
れ
ず
。
四
家
は
御
代
々
皇
帝
の
御
子
也
。
御
猶
子
に
な
ら
せ
ら
れ
て
、

官
位
に
付
玉
ふ
事
也
。
故
に
親
王
と
い
ふ
。
い
つ
に
も
皇
帝
の
位
に
付
き
玉

ふ
也
。
江
戸
も
摂
家
も
姓
有
り
。
姓
あ
る
を
人
臣
の
列
と
す
。
決
し
て
皇
帝

の
位
に
付
き
玉
ふ
事
な
ら
ぬ
事
に
し
た
る
も
の
也
」（『
東
贐
』p.362-363

）

こ
の
文
で
の
「
皇
帝
」
は
、「
閑
院
・
有
栖
川
・
伏
見
・
京
極
」
の
親
王
家
の
継

承
可
能
な
位
で
あ
る
こ
と
、
下
文
で
中
国
の
皇
帝
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
日
本
の
天
皇
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
）
12
（

。

「
か
ら
は
堯
舜
禹
湯
文
武
秦
皇
漢
帝
よ
り
姓
あ
り
。
庶
人
よ
り
上
り
て
皇
帝

に
な
る
。
我
邦
ば
か
り
は
難
有
結
構
な
る
国
土
也
」（『
東
贐
』p.363

）

　

中
国
（
か
ら
＝
唐
）
は
庶
人
か
ら
皇
帝
と
な
る
た
め
、
皇
帝
に
姓
が
あ
る
と
青

陵
は
指
摘
す
る
。
姓
の
無
い
も
の
が
「
皇
帝
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
日

中
対
比
で
い
え
ば
「
我
邦
ば
か
り
」
の
特
徴
で
あ
り
、
尚
且
つ
「
難
有
結
構
な
る

国
土
也
」
と
、
青
陵
に
そ
の
特
徴
は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
青
陵
は
現
状
の
日
本
の
状
態
、
日
本
と
い
う
国
を
、
日
中
の
対
比
で

非
常
に
肯
定
的
に
捉
え
て
い
た
節
が
あ
る
。

「
我
邦
な
ど
は
地
球
上
第
一
の
国
土
な
れ
ば
、
支
那
の
風
俗
と
は
格
別
に
違

ひ
て
宜
し
き
風
俗
に
て
、
天
理
を
受
る
処
も
偏
な
る
事
な
し
と
見
ゆ
る
也
」

（『
善
中
談
』p.480

）

「
我
邦
は
一
つ
離
れ
た
る
一
大
島
な
れ
ば
、
す
み
よ
り
す
み
ま
で
一
統
に
し

ろ
し
め
て
、
他
国
へ
出
る
に
は
必
ず
大
洋
を
経
て
行
く
事
也
。
ゆ
へ
に
山
城

国
が
極
々
高
き
地
に
て
四
方
は
段
段
卑
し
。
極
高
き
所
に
皇
居
あ
れ
ば
、
水

も
四
方
へ
流
れ
命
令
も
四
方
へ
ゆ
き
わ
た
り
て
有
難
き
冨
国
な
り
」（『
文
法

披
雲
』p.740

）

「
西
土
は
な
る
ほ
ど
大
国
に
て
我
邦
の
幾
く
つ
が
け
も
あ
る
様
子
な
れ
共
、

海
は
や
う
や
く
東
南
の
方
に
少
し
あ
り
て
呉
越
斉
な
ど
の
か
た
は
づ
れ
に
の

み
海
あ
り
。
大
方
は
陸
つ
づ
き
に
て
都
合
の
あ
し
き
貧
国
な
り
。
中
々
我
邦

の
民
百
姓
の
や
う
に
り
つ
ぱ
な
る
事
に
て
は
無
き
と
見
へ
た
り
」（
同
上
）

　

こ
の
よ
う
に
青
陵
の
著
書
に
は
、
日
中
を
比
較
し
た
際
に
、
日
本
を
高
く
評
価

し
た
文
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
日
本
評
価
の
背
景
に
は
、『
東
贐
』
に
あ
る
、
姓
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の
あ
る
者
（
人
臣
）
が
天
皇
（
皇
帝
）
に
な
れ
な
い
日
本
特
有
の
制
度
に
対
す
る

評
価
も
一
因
と
し
て
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。『
東
贐
』
で
、
人
臣
は
天
皇
に
は

な
れ
な
い
、
中
国
で
は
庶
人
が
皇
帝
に
な
る
と
し
た
後
で
、「
我
邦
ば
か
り
は
難

有
結
構
な
る
国
土
也
」
と
し
て
い
る
の
が
そ
の
例
証
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

れ
は
日
中
の
比
較
の
中
で
、「
庶
人
よ
り
上
り
て
皇
帝
に
な
る
」
中
国
へ
の
低
い

評
価
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

た
だ
し
そ
の
「
庶
人
で
あ
っ
て
も
皇
帝
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を
な
ぜ

青
陵
が
低
く
評
価
し
、
逆
に
「
姓
あ
る
人
臣
は
皇
帝
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

こ
と
を
な
ぜ
高
く
評
価
す
る
の
か
の
理
由
は
、『
東
贐
』
内
で
は
説
明
が
な
い
た

め
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
他
の
著
作
の
中
で
、
日
中
比
較
を
行
い
、
日

本
を
高
く
評
価
し
て
い
る
箇
所
に
着
目
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

先
ほ
ど
挙
げ
た
『
文
法
披
雲
』
で
の
日
本
高
評
価
の
記
述
「
命
令
も
四
方
へ
ゆ

き
わ
た
り
て
有
難
き
冨
国
」「
我
邦
の
民
百
姓
の
や
う
に
り
つ
ぱ
な
る
事
」
は
、

「
郡
縣
四
之
二
」
と
い
う
中
国
の
「
郡
県
制
」
を
説
明
し
た
箇
所
で
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
青
陵
に
と
っ
て
郡
県
制
と
は

「
郡
縣
に
は
諸
侯
も
な
し
。
皆
良
民
と
て
常
の
百
姓
な
り
」（『
文
法
披
雲
』

p.738

）

「
上
は
天
子
一
人
に
て
下
は
一
統
百
姓
な
り
」（『
文
法
披
雲
』p.739

）

と
い
う
、
天
子
一
人
と
他
は
全
て
百
姓
（
良
民
）
と
い
う
社
会
制
度
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
郡
県
制
に
つ
い
て
、
青
陵
は
『
洪
範
談
』
で

「
後
世
の
天
下
の
治
め
か
た
は
、
此
洪
範
の
通
に
ゆ
か
ぬ
な
り
。
士
大
夫
の

ま
も
る
べ
き
天
理
を
、
小
民
に
ま
も
ら
せ
ん
と
世
話
を
や
く
よ
う
に
郡
県
以

後
は
見
ゆ
る
な
り
。
こ
れ
は
秦
の
始
皇
以
来
は
、
小
民
の
ぼ
り
て
士
大
夫
に

な
る
事
ゆ
へ
に
、小
民
を
士
大
夫
に
す
る
世
話
を
や
き
た
る
が
始
ま
り
に
て
、

其
後
は
こ
れ
は
士
大
夫
、
こ
れ
は
小
民
と
い
ふ
差
別
な
し
に
、
や
た
ら
人
品

を
あ
げ
る
よ
ふ
に
、
学
問
を
さ
す
る
よ
ふ
に
す
る
事
に
な
れ
り
。
一
体
は
小

民
は
何
も
知
ら
ぬ
方
が
よ
き
な
り
」（『
洪
範
談
』p.634

）

と
批
判
す
る
。『
文
法
披
雲
』
で
「
天
子
一
人
と
一
統
百
姓
（
良
民
）」
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
た
郡
県
制
社
会
の
、
何
が
青
陵
に
と
っ
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
か

が
、
こ
の
『
洪
範
談
』
の
文
章
を
見
る
と
明
ら
か
に
な
る
。

　

そ
れ
は
「
小
民
の
ぼ
り
て
士
大
夫
に
な
る
」
社
会
だ
か
ら
で
あ
る
）
13
（

。
郡
県
制
、

つ
ま
り
皇
帝
に
よ
る
直
接
統
治
制
度
で
は
、
皇
帝
の
手
足
と
な
る
官
吏
を
必
要
と

す
る
た
め
、
選
挙
制
度
に
よ
っ
て
官
吏
の
選
別
が
行
わ
れ
た
。
漢
代
の
郷
挙
里
選

や
隋
代
以
降
の
科
挙
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
青
陵
は
、
そ
の
選
挙
制

度
に
よ
る
官
吏
登
用
を
指
し
て
「
小
民
の
ぼ
り
て
士
大
夫
に
な
る
」
と
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
制
度
上
、
官
吏
登
用
の
際
に
は
、
一
般
民
衆
か
ら
広
く
試
験
に

よ
っ
て
求
め
る
た
め
、
一
般
民
衆
（
小
民
）
が
士
大
夫
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
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て
、「
人
品
を
あ
げ
る
」「
学
問
を
す
る
」
と
い
っ
た
、
士
大
夫
が
努
め
る
べ
き
修

養
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
小
民
が
「
智
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
ら
の
制
度
の
行
く
末
を
青
陵
は

「
秦
漢
以
後
は
農
民
や
大
工
の
忠
孝
を
せ
ん
ぎ
し
た
り
、
学
問
を
せ
ん
ぎ
し

た
り
す
る
は
、
士
大
夫
の
天
理
を
民
へ
責
め
る
と
い
ふ
も
の
な
り
。
然
れ
共

天
下
一
統
智
を
み
が
き
て
、
人
を
謀
る
世
の
中
な
れ
ば
、
智
を
み
が
か
ず
に

お
れ
ば
、
人
に
欺
か
る
る
ゆ
へ
に
、
漢
唐
以
後
は
智
を
み
が
か
ね
ば
な
ら
ぬ

世
の
中
と
な
れ
り
」（『
洪
範
談
』p.634
）

と
苦
々
し
気
な
口
調
で
述
べ
る
）
14
（

。

　

さ
て
小
民
が
「
智
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
青
陵
が
批
判
す
る
の
は

「
一
体
小
民
は
何
も
知
ら
ぬ
方
が
よ
き
な
り
。
今
に
て
も
此
邦
の
木
曽
の
山

中
や
、
飛
騨
の
山
中
や
、
は
な
れ
島
な
ど
は
公
事
訴
訟
も
な
く
、
け
ん
く
わ

も
せ
ず
、
盗
も
な
く
、
人
殺
も
な
き
は
、
小
民
智
な
き
ゆ
へ
な
り
」（『
洪
範

談
』p.634

）

と
、
小
民
が
「
智
」
を
身
に
つ
け
る
と
治
安
が
悪
く
な
り
、
政
治
が
上
手
く
い
か

な
く
な
る
と
青
陵
が
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
青
陵
は
こ
の
こ
と
を
他
の
著
書

で
も
度
々
説
い
て
い
る
。

「
古
の
士
は
智
を
上
へ
引
挙
げ
て
、
下
へ
わ
た
さ
ぬ
よ
ふ
に
し
た
る
ゆ
へ
、

智
士
が
愚
民
を
使
ふ
事
出
来
る
也
」（『
善
中
談
』p.475

）

「
か
し
こ
き
事
を
た
つ
と
む
と
、
世
人
皆
か
し
こ
き
事
を
つ
と
む
る
。
扨
、

か
し
こ
き
と
い
ふ
に
は
程
は
な
し
、
今
ま
で
の
上
席
の
人
は
天
下
の
賢
で
あ

り
た
れ
ど
も
、
又
大
賢
い
づ
れ
は
其
上
に
を
く
也
。
又
大
賢
い
づ
れ
は
又
上

に
を
く
。
如
此
す
る
と
き
に
は
、
下
々
の
者
が
皆
か
し
こ
ふ
な
る
。
下
々
皆

か
し
こ
ふ
な
る
と
、上
の
手
に
は
と
ん
と
を
へ
ぬ
也
。
下
は
愚
が
よ
き
な
り
。

上
は
智
が
よ
き
な
り
」（『
老
子
国
字
解
』p.811

〜812

）

小
民
に
「
智
」
を
つ
け
さ
せ
な
い
政
治
、
つ
ま
り
愚
民
政
治
を
青
陵
が
様
々
な
局

面
で
説
い
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
多
数
の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
）
15
（

、
こ
の
民
を
政
治
上
の
問
題
か
ら
「
愚
」
に
置
い
て
お
き
た
い
と
い
う
青
陵
の

志
向
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
青
陵
が
郡
県
制
を
批
判
的
に
見
る
原
因
で
あ
り
、
そ
れ

は
郡
県
制
に
付
随
す
る
官
吏
選
別
制
度
に
よ
っ
て
、
愚
民
政
治
が
阻
害
さ
れ
る
た

め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
青
陵
の
中
で
は
、
郡
県
制
を
と
っ
て
お
ら
ず
、
官
吏
選
別
試
験
が

行
わ
れ
ず
、
民
に
「
智
」
を
つ
け
る
機
会
を
積
極
的
に
持
ち
え
な
い
、
そ
う
い
っ

た
社
会
制
度
を
持
つ
当
時
の
「
日
本
」
と
い
う
社
会
が
、
相
対
的
に
高
く
評
価
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
天
子
一
人
と
一
統
百
姓
（
良
民
）」
で
は
な
く
、

天
皇
の
下
に
様
々
な
官
位
・
階
級
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
決
し
て
皇
帝
の



140

位
に
付
き
玉
ふ
事
な
ら
ぬ
」
と
い
う
、
郡
県
制
の
制
度
内
で
は
あ
り
得
な
い
ア
ン

タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
な
存
在
で
あ
り
、
日
本
の
社
会
制
度
の
特
徴
の
代
表
と
し
て
、
天

皇
（
皇
帝
）
と
い
う
存
在
が
評
価
さ
れ
た
結
果
が
、『
東
贐
』
に
お
け
る
「
我
邦

ば
か
り
は
難
有
結
構
な
る
国
土
也
」（
前
述p.363

）
と
い
う
一
文
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
東
贐
』
に
見
え
る
青
陵
の
天
皇
制
評
価
、
ま
た
日
本
へ
の

高
い
評
価
は
、
彼
自
身
が
持
つ
、
郡
県
制
へ
の
批
判
、
選
挙
制
度
に
伴
う
民
衆
の

「
智
」
に
対
し
て
の
警
戒
、
そ
し
て
愚
民
政
治
志
向
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

四
．
天
皇
・
朝
廷
と
武
家
社
会
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
の
認
識

　
『
東
贐
』
で
は
、
天
皇
と
人
臣
の
関
係
に
つ
い
て
説
い
た
の
ち
、
そ
の
人
臣
の

間
の
階
級
に
つ
い
て
の
解
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。

「
扨
、人
臣
の
列
の
内
に
二
等
立
て
た
る
も
の
也
。堂
上
と
云
ひ
地
下
と
云
ふ
。

皇
帝
は
人
間
に
は
有
ら
せ
ら
れ
ず
」『
東
贐
』p.363

　

こ
こ
で
の
「
人
間
に
は
有
ら
せ
ら
れ
ず
」
と
は
「
神
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、「
社
会
制
度
（
人
間
（
じ
ん
か
ん
））
に
組
み
込
ま
れ
て
な
い
」

こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
）
16
（

。
そ
れ
は
そ
の
あ
と
で
続
く
の
が

「
堂
上
は
民
で
は
無
し
。
地
下
は
民
也
と
云
ふ
事
也
。
民
の
内
に
二
等
あ
り
。

良
民
と
穢
多
と
也
。
堂
上
と
地
下
と
は
良
民
と
穢
多
と
違
ひ
た
る
よ
ふ
に
し

た
る
も
の
也
。
一
躰
の
血
脈
違
ふ
也
と
云
ふ
事
也
」（『
東
贐
』p.363

）

と
い
う
、
堂
上
・
良
民
・
穢
多
と
類
別
さ
れ
る
日
本
の
社
会
階
級
制
度
の
説
明
の

た
め
、「
人
間
に
は
有
ら
せ
ら
れ
ず
」
と
は
、
天
皇
が
そ
の
制
度
内
（
人
間
）
に

は
入
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
）
17
（

。

　

こ
の
堂
上
・
地
下
（
良
民
・
穢
多
）
と
い
う
身
分
の
分
類
は
、
昇
殿
が
許
さ
れ

る
か
ど
う
か
と
い
う
朝
廷
に
関
す
る
身
分
の
区
分
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
江

戸
に
は
江
戸
の
独
特
の
官
位
が
あ
り
、
武
士
社
会
に
お
け
る
身
分
の
区
分
が
存
在

し
た
。
そ
れ
が
「
江
戸
に
ば
か
り
布
衣
と
い
ふ
位
あ
り
」（『
東
贐
』p.363

）
と

さ
れ
る
「
布
衣
」
と
い
う
官
位
と
、
将
軍
に
直
接
拝
謁
で
き
る
か
ど
う
か
の
「
御

目
見
」
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
江
戸
の
官
位
・
身
分
の
区
分
と
、
朝
廷
の

官
位
・
身
分
の
区
分
と
が
同
時
に
並
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
更

に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
制
度
が
ど
の
よ
う
に
矛
盾
な
い
関
係
と
し
て
落
と

し
込
ま
れ
て
い
る
の
か
は
、
日
本
社
会
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
っ
た
。

青
陵
に
よ
れ
ば

「
凡
そ
江
戸
へ
か
か
る
人
々
は
御
三
家
国
主
よ
り
諸
大
夫
に
至
る
ま
で
、
将

軍
様
の
執
奏
也
。
御
医
者
の
法
印
法
眼
も
同
様
也
。
故
に
京
の
官
人
の
江
戸

の
執
奏
の
外
は
、江
戸
に
て
は
御
取
用
ひ
無
し
と
し
た
る
も
の
也
」（『
東
贐
』
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p.363

〜364

）

と
、
江
戸
幕
府
の
関
係
者
の
官
位
は
、
全
て
将
軍
家
か
ら
の
「
執
奏
」
に
よ
り
任

官
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
。

　

先
行
研
究
に
よ
れ
ば
「
武
家
に
官
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
の
は
将
軍

で
あ
り
、
天
皇
は
将
軍
の
決
定
を
追
認
し
、
そ
れ
を
認
証
す
る
叙
位
・
叙
任
の
文

章
で
あ
る
位
記
・
区
宣
案
を
発
行
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
将
軍
が
武
家
に
官
位
授

与
を
決
定
し
、
そ
れ
を
天
皇
・
朝
廷
に
取
り
次
ぐ
、
こ
の
行
為
を
「
執
奏
」
と
い

い
、
将
軍
は
、
武
家
官
位
を
執
奏
す
る
権
限
、
す
な
わ
ち
武
家
官
位
の
執
奏
権
を

独
占
し
た
」）
18
（

と
さ
れ
、「
執
奏
」
と
は
天
皇
・
朝
廷
に
官
位
を
取
り
次
ぐ
行
為
を

指
す
。
こ
の
『
東
贐
』
の
記
述
は
つ
ま
り
、
官
位
の
任
官
権
は
天
皇
・
朝
廷
が
持

つ
が
、
そ
の
許
認
可
権
は
将
軍
が
握
っ
て
い
る
当
時
の
日
本
社
会
の
官
位
の
任

官
・
許
認
可
に
対
す
る
青
陵
の
理
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
非
常
に
正
確
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
青
陵
は
「
堂
上
・
地
下
」
と
「
御
目
見
以
上
・
以
下
」
の
関

係
に
つ
い
て

「
唯
、
堂
上
を
御
目
見
以
上
と
定
め
、
地
下
を
御
目
見
以
下
と
定
る
斗
也
。

地
下
の
官
人
は
四
位
に
て
も
、
以
上
の
人
の
く
ぐ
り
よ
り
入
る
事
也
。
開
門

は
せ
ぬ
事
也
。
以
下
の
人
は
何
万
石
と
り
て
も
、
以
上
の
人
の
く
ぐ
り
門
よ

り
入
る
也
」（『
東
贐
』p.364

）

と
述
べ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
堂
上
は
「
御
目
見
以
上
」、
地
下
は
「
御
目
見
以

下
」
と
さ
れ
、
御
目
見
以
下
の
者
は
ど
の
よ
う
な
官
位
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
何
万

石
の
大
名
で
あ
っ
て
も
、
以
上
の
者
と
会
う
際
は
開
門
は
せ
ず
に
く
ぐ
り
門
よ
り

入
る
、
と
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
こ
の
説
明
は
、「
御
目
見
」
と
い
う
武
家
社
会
の
身
分
の
区
分
と
、
堂

上
・
地
下
と
い
う
朝
廷
内
の
身
分
の
区
分
の
す
り
合
わ
せ
が
、
実
際
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
た
か
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
武
家
社
会
の
構
成
員
と
し
て
の
身
分

（
高
い
官
位
・
広
大
な
領
地
）
の
価
値
観
と
、
朝
廷
の
構
成
員
と
し
て
の
身
分
の

区
分
（
堂
上
・
地
下
）
の
価
値
観
と
の
す
り
合
わ
せ
で
あ
り
、「
地
下
の
官
人
は

四
位
に
て
も
」「
何
万
石
と
り
て
も
」
と
い
う
武
家
的
価
値
観
よ
り
も
、「
堂
上
」

＝
「
御
目
見
以
上
」
と
い
う
制
度
上
の
身
分
の
区
分
が
優
先
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

表
し
て
い
る
。

　

以
上
、
こ
れ
ら
の
『
東
贐
』
に
お
け
る
天
皇
・
朝
廷
と
武
家
社
会
の
制
度
に
つ

い
て
の
記
述
を
見
て
い
く
と
、
青
陵
は
現
状
で
日
本
社
会
内
に
制
度
が
二
重
に
存

在
し
て
お
り
、
尚
且
つ
そ
こ
に
す
り
合
わ
せ
が
あ
る
こ
と
を
正
確
に
認
識
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
．
御
家
人
に
つ
い
て
の
認
識

　

前
項
の
天
皇
・
朝
廷
と
武
家
社
会
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
の
解
説
に
続
い
て
、

『
東
贐
』
で
青
陵
は
御
目
見
以
下
の
身
分
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
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「
扨
、以
下
に
二
等
あ
り
、御
譜
代
席
と
云
ひ
、御
抱
へ
席
と
云
ふ
」（『
東
贐
』

p.364

）

御
目
見
以
下
に
は
「
御
譜
代
席
」
と
「
御
抱
席
」
の
二
等
級
が
あ
る
と
し
て
、
そ

の
違
い
を

「
御
譜
代
と
は
世
々
の
御
家
来
也
。
御
抱
席
と
は
其
人
一
代
ぎ
り
の
御
家
人

也
」（
同
上
）

と
す
る
。「
世
々
」「
一
代
」
と
い
う
の
は
、
御
譜
代
席
は
御
家
人
株
を
売
れ
な
い

世
襲
さ
れ
る
身
分
で
あ
り
、
御
抱
席
は
御
家
人
株
の
売
買
が
可
能
な
一
代
限
り
の

身
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
至
て
軽
き
小
身
な
る
人
に
も
御
譜
代
あ
り
。
年
寄
れ
ば
隠
居
を
願
ふ
、
忰

へ
家
督
を
願
ふ
也
。
此
御
譜
代
の
男
は
小
身
に
て
も
、
血
肉
で
な
き
人
よ
り

養
子
す
る
事
な
ら
ず
、
株
を
売
る
事
な
ら
ぬ
也
。
御
抱
へ
席
は
年
寄
れ
ば
御

暇
を
願
ふ
。
忰
新
規
召
出
さ
れ
を
願
ふ
也
。
御
抱
へ
席
は
諸
組
与
力

二
百
三
十
俵
で
も
此
例
也
。
株
を
も
売
る
也
」（
同
上
）

こ
の
「
御
譜
代
」「
御
抱
席
」
の
違
い
、
御
家
人
株
の
売
買
に
つ
い
て
、
青
陵
は

『
経
済
話
』
で
も

「
御
抱
へ
席
の
分
は
株
の
売
買
あ
る
な
り
。
奉
行
の
存
じ
よ
り
次
第
に
て
動

す
こ
と
な
る
な
り
」（『
経
済
話
』p.344

）

と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
の
青
陵
の
認
識
が
う
か
が
え
る
が
、
問
題

は
『
東
贐
』
内
の
下
文

「
御
抱
へ
席
よ
り
御
譜
代
へ
昇
進
す
る
事
も
随
分
あ
る
事
也
」（『
東
贐
』

p.364

）

で
あ
る
。
御
家
人
株
の
売
買
が
許
さ
れ
て
い
る
「
御
抱
席
」
か
ら
、「
御
譜
代
」

へ
の
昇
進
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
身
分
制
度
の
中
で
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
。
実
際
に
姜
鶯
燕
氏
「
近
世
中
後
期
に
お
け
る
武
士
身
分
の
売
買
に
つ
い
て
│

『
藤
岡
屋
日
記
』
を
素
材
に
」（『
日
本
研
究
』
三
十
七　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー　

二
〇
〇
八
年p.172

）
で
は
、「
富
安
九
八
郎
」
と
い
う
者
が
、
文
化
年

間
の
は
じ
め
に
御
家
人
株
を
買
っ
て
七
十
俵
五
人
扶
持
の
御
家
人
と
な
り
、
勘
定

方
仮
役
を
経
て
勘
定
と
な
り
、
つ
い
に
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
元
方
御
金
奉

行
と
な
り
、
二
〇
〇
石
高
の
役
料
、
一
〇
〇
俵
の
加
増
を
受
け
て
、
御
目
見
の
御

家
人
と
な
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
富
安
九
八
郎
の
事
例
が
「
文
化
の
は
じ
め
ご
ろ
〜
文
化
六
年
」
と
い
う
こ

と
は
、
ち
ょ
う
ど
『
東
贐
』
が
書
か
れ
た
時
期
（
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
頃
）
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と
一
致
し
て
お
り
、
青
陵
の
こ
の
言
葉
が
、
当
時
の
世
相
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

青
陵
は
そ
の
文
の
直
後
に

「
唯
、公
儀
に
て
は
御
目
見
以
上
と
以
下
と
は
、は
つ
き
り
と
分
り
て
居
る
也
。

御
譜
代
と
御
抱
へ
と
も
、
は
つ
き
り
と
分
り
て
居
る
也
。
御
三
家
の
家
来
よ

り
諸
大
名
の
家
来
は
、
格
別
何
か
と
ん
と
知
れ
ぬ
也
」（『
東
贐
』p.364

〜

365

）

と
し
て
、
将
軍
家
で
の
「
御
目
見
以
上
」「
御
目
見
以
下
」、「
御
譜
代
」「
御
抱

席
」
の
扱
い
は
は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
公
儀
と
は
違

い
、
御
三
家
を
は
じ
め
と
す
る
大
名
家
で
は
、
扱
い
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
こ
と
を
青
陵
は
指
摘
す
る
。

「
御
三
家
の
家
来
用
人
以
上
は
御
目
通
す
る
也
。
其
外
は
尾
公
へ
は
御
目
通

り
す
れ
共
、
将
軍
様
へ
は
せ
ぬ
也
。
左
れ
共
以
上
の
格
の
よ
ふ
な
る
処
も
あ

り
て
、
以
下
の
人
也
と
も
い
は
れ
ぬ
処
も
あ
り
」（『
東
贐
』p.365

）

こ
の
よ
う
に
将
軍
家
以
外
で
は
、
家
中
の
家
来
の
身
分
が
あ
や
ふ
や
な
と
こ
ろ
が

あ
り
、「
ま
ぎ
ら
は
し
き
事
也
」（
同
上
）
と
し
て
、
こ
れ
以
後
は
江
戸
将
軍
家
と

大
名
家
で
の
役
職
の
説
明
、
役
名
の
違
い
な
ど
の
説
明
が
続
く
。

　

こ
の
『
東
贐
』
内
で
の
御
家
人
に
つ
い
て
の
説
明
で
重
要
な
点
は
、
上
に
あ
げ

た
御
家
人
株
の
売
買
に
つ
い
て
青
陵
が
触
れ
て
い
る
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
御

家
人
株
の
売
買
は
、
身
分
制
度
を
崩
壊
さ
せ
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
、
既
に
寛
文

三
年
（
一
六
六
三
）
に
幕
府
か
ら
注
意
が
出
て
お
り
）
19
（

、
ま
た
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）・
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）・
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
は
禁
令

が
出
る
ほ
ど
の
問
題
で
あ
る
が
、
青
陵
は
批
判
も
肯
定
も
せ
ず
、
た
だ
「
御
譜
代

は
株
を
売
れ
な
い
」「
御
抱
席
は
株
を
売
買
で
き
る
」「
御
抱
席
か
ら
御
譜
代
へ
の

昇
進
」
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
荻
生
徂
徠
が
御
家
人
株
の
売
買
に
よ
る
身
分
の
流
動
に
つ
い
て

強
く
反
対
し
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
青
陵
は
既
に
江
戸
の
身
分
制
度
の
崩
壊
を

事
実
と
し
て
認
め
る
態
度
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
）
20
（

。六
．
ま
と
め
に
か
え
て

　
『
東
贐
』
で
の
青
陵
の
江
戸
紹
介
は
以
下
に
続
い
て
い
く
が
、
本
稿
で
の
関
心

事
で
あ
る
天
皇
制
及
び
江
戸
期
日
本
の
社
会
制
度
に
対
し
て
の
重
要
な
記
事
に
つ

い
て
は
以
上
ま
で
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
、
上
記
で
検
証
し
て
き
た
様
々
な
制

度
や
現
状
に
対
し
て
、
青
陵
の
認
識
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
青
陵
は
日
本
の
現
状
を
京
都
の
天
皇
と
江
戸
の
将
軍
の
二
重
構
造
で
あ
る

と
捉
え
て
い
た
が
、
彼
の
王
覇
論
か
ら
す
る
と
、
天
皇
が
「
王
」、
徳
川
将
軍
家

が
「
覇
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
王
覇
論
」
か
ら
捉
え
た
日
本
の
権
力
二
重
構
造
を
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「
日
本
国
の
君
王
は
京
に
ま
し
ま
せ
共
、
政
令
は
江
戸
よ
り
出
る
也
」（『
東
贐
』

p.359
）
と
い
う
文
は
よ
く
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
天
皇
と
徳
川
将
軍
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
徳
川
将
軍
家
は
特
例

扱
い
を
受
け
て
は
い
る
が
や
は
り
人
臣
で
あ
り
、
天
皇
（
皇
帝
）
は
「
姓
」
を
持

た
ず
、
社
会
制
度
の
枠
外
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
そ
う
い
っ
た
存
在
を
抱
え
る
社
会
制
度
を
持
つ
日
本
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
郡
県
制
と
そ
れ
に
伴
う
官
吏
登
用
制
度
を
持
た
な
い
た
め
に
、
庶

民
が
積
極
的
に
智
を
身
に
つ
け
る
傾
向
を
制
度
上
は
持
た
な
い
か
ら
で
あ
り
、
青

陵
の
愚
民
政
治
志
向
と
密
接
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
御
家
人
に
つ
い
て
、
青
陵
は
身
分
制
度
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
御
家
人

株
の
売
買
を
事
実
と
し
て
知
り
な
が
ら
、
そ
の
事
実
を
事
実
と
し
て
述
べ
る
だ
け

で
あ
り
、
そ
の
身
分
制
社
会
崩
壊
の
現
状
肯
定
の
態
度
は
、
強
く
反
対
し
て
い
た

徂
徠
と
一
線
を
画
す
。

　

以
上
、
本
稿
で
『
東
贐
』
内
に
み
ら
れ
る
天
皇
制
及
び
社
会
制
度
に
つ
い
て
の

言
及
か
ら
、
青
陵
の
現
状
の
社
会
認
識
と
、
そ
の
認
識
と
青
陵
自
身
の
思
想
と
の

関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
見
え
て
き
た
の
は
、
青
陵

の
日
本
社
会
の
現
状
へ
の
強
い
肯
定
感
で
あ
る
。

　

当
然
な
が
ら
青
陵
の
現
状
の
肯
定
は
、『
東
贐
』
と
い
う
書
物
が
あ
く
ま
で
富

永
権
蔵
へ
む
け
た
「
江
戸
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
う

事
実
を
無
視
で
き
な
い
。
ガ
イ
ド
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
正
確
な
情
報
が
必
要

な
の
で
あ
っ
て
、
現
状
社
会
制
度
の
問
題
点
の
指
摘
や
問
題
の
改
革
案
が
求
め
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
「
我
邦
ば
か
り
は
難
有
結
構
な
る
国
土
也
」（『
東
贐
』p.363

）、

「
我
邦
な
ど
は
地
球
上
第
一
の
国
土
」（『
善
中
談
』p.480

）、「
有
難
き
冨
国
な
り
」

「
我
邦
の
民
百
姓
の
や
う
に
り
つ
ぱ
な
る
事
に
て
は
無
き
と
見
へ
た
り
」（『
文
法

披
雲
』p.740

）
と
い
う
、
本
稿
中
で
あ
げ
た
こ
れ
ら
の
日
本
・
天
皇
制
礼
賛
は
、

本
稿
の
考
察
で
見
て
き
た
通
り
、
郡
県
制
へ
の
批
判
、
愚
民
政
治
志
向
と
い
っ
た

他
書
に
み
ら
れ
る
青
陵
自
身
の
思
想
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
か
ら
批
判
を
抑
え
現
状
の
説
明
に
と
ど
め
た
と
い
っ
た
性
格
の

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
に
見
て
き
た
、
青
陵
が
『
東
贐
』、
ま
た
諸
書
で
説
い
て
い
る
日
本
社
会

の
現
状
認
識
は
、
そ
の
内
容
か
ら
い
え
ば
実
は
さ
ま
で
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。

青
陵
の
王
覇
論
に
基
づ
く
天
皇
制
と
徳
川
将
軍
家
と
の
関
係
の
理
解
は
、
儒
学
史

的
に
言
え
ば
「
大
政
委
任
論
」
と
呼
ば
れ
、
古
く
は
山
鹿
素
行
が
説
い
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
が
、
江
戸
後
期
に
は
松
平
定
信
は
じ
め
非
常
に
多
く
の
知
識
人
た
ち
が

説
い
た
天
皇
観
で
も
あ
る
）
21
（

。
そ
の
意
味
で
、
天
皇
制
と
徳
川
将
軍
家
と
の
関
係
の

青
陵
の
認
識
を
、
日
本
思
想
史
上
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
容
易
い
。

　

し
か
し
一
方
で
、
青
陵
の
思
想
を
考
え
る
上
で
は
、
天
皇
制
の
存
在
が
彼
の
社

会
認
識
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
彼
の
思
想
の
中
で
の
社
会
の
在
り
方

で
あ
る
「
愚
民
」
と
、
郡
県
制
と
は
異
な
る
日
本
社
会
の
姿
が
関
連
付
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
青
陵
が
日
本
と
い
う
国
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
か
を

確
認
で
き
た
こ
と
は
、
青
陵
の
思
想
研
究
上
で
は
意
義
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
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て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
日
本
国
礼
賛
が
、
青
陵
の
思
想
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
多
角
的
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
検
討
は
次
稿
へ
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

注注
１ 

以
下
青
陵
の
著
作
資
料
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
蔵
並
省
自
氏
編
『
海
保
青
陵
全

集
』（
八
千
代
出
版　

一
九
七
六
年
）
を
用
い
、
引
用
の
際
に
は
『
海
保
青
陵
全

集
』
の
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
て
い
る
。
青
陵
の
著
作
は
漢
文
か
漢
字
片
仮
名
交
じ

り
文
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
片
仮
名
交
じ
り
文
を
引
用
す
る
際
に
は
、
筆
者
が

便
宜
上
片
仮
名
部
分
を
ひ
ら
が
な
に
し
、
漢
文
は
適
宜
書
き
下
し
文
に
し
た
。

注
２ 

『
東
贐
』
に
は
巾
着
切
り
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
巾
着
切
は
仲
間

あ
り
て
何
か
其
党
の
礼
法
も
極
り
て
居
る
も
の
也
」（『
東
贐
』p.380

）
と
あ
り
、

も
し
巾
着
切
り
の
被
害
に
あ
っ
た
時
、
現
金
以
外
の
物
品
を
取
り
戻
し
た
い
と

思
っ
た
な
ら
ば
、
髪
結
処
に
頼
め
ば
取
り
戻
せ
る
と
い
っ
た
独
特
の
ル
ー
ル
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

注
３ 

そ
も
そ
も
青
陵
自
身
に
天
皇
制
に
関
す
る
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。『
東
贐
』
と

『
文
法
披
雲
』
の
一
部
に
あ
る
ぐ
ら
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら

の
記
述
と
関
連
す
る
言
及
を
追
い
か
け
て
論
を
構
成
し
て
い
る
。

注
４ 

『
東
贐
』
執
筆
時
期
に
つ
い
て
は
、「
一
．
は
じ
め
に
」
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
そ

も
そ
も
の
執
筆
動
機
が
「
富
永
権
蔵
の
江
戸
詰
に
む
け
て
」
で
あ
り
、
そ
の
江

戸
赴
任
の
時
期
は
『
東
贐
』
文
中
で
「
来
年
丙
寅
の
春
」（
文
化
三
年
＝

一
八
〇
六
）
と
あ
る
の
で
、『
東
贐
』
全
体
の
完
成
時
期
は
兎
も
角
、
少
な
く
と

も
「
来
年
」
と
い
う
箇
所
が
書
か
れ
た
の
は
、
そ
の
前
年
に
あ
た
る
文
化
二
年

（
一
八
〇
五
）
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
各
先
行
研
究
も
ほ
ぼ
同
様
の
考
察

で
あ
り
、
前
述
長
山
清
治
氏
「
加
賀
藩
に
お
け
る
海
保
青
陵
と
本
田
利
明　

│

加
賀
藩
関
係
者
と
の
交
遊
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
│
」
は
、
文
化
二
年
暮
か
ら

文
化
三
年
は
じ
め
と
し
（p.3

）、
青
柳
淳
子
氏
「
海
保
青
陵
の
伝
記
的
研
究
」

（「
三
田
学
雑
誌
」
一
〇
二
巻
二
号　

二
〇
〇
九
年
）
も
、
長
山
氏
研
究
を
引
用

し
て
同
様
の
説
を
と
っ
て
い
る
（p.229

）。
ま
た
蔵
並
省
自
氏
『
海
保
青
陵
経

済
思
想
の
研
究
』（
雄
山
閣　

一
九
九
〇
）
の
「
第
二
章　

著
作
と
成
立
年
代
」

で
は
『
東
贐
』
を
「
一　

著
作
年
代
明
確
な
書
物
」
で
あ
げ
、「「
来
年
丙
寅
」

は
文
化
三
年
で
あ
る
か
ら
、
本
書
は
文
化
二
年
の
著
作
と
な
る
」（p.24

）
と
し

て
い
る
。

注
５ 

『
経
済
話
』
は
書
名
に
つ
い
て
諸
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
引
用
元
の
『
海
保
青
陵

全
集
』
に
従
い
『
経
済
話
』
と
す
る
。『
経
済
話
』
の
書
名
に
つ
い
て
は
、
前
述

（
注
４
）
の
蔵
並
省
自
氏
『
海
保
青
陵
経
済
思
想
の
研
究
』
の
「
第
二
章　

著
作

と
成
立
年
代
」
の
「
二　

著
作
年
代
追
及
可
能
の
書
目
」（p.27

）
に
詳
し
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

注
６ 

青
陵
は
「
大
府
」
と
い
う
語
を
「
百
万
戸
の
大
府
」（『
養
蘆
談
』p.180

）
の
よ

う
に
「
江
戸
と
い
う
都
市
」
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
「
京
と
大
府
と
大
坂
と
は

三
ヶ
津
と
云
ふ
」（『
富
貴
談
』p.528

）
な
ど
の
よ
う
に
「
徳
川
将
軍
家
の
領
地
」

の
意
味
で
使
っ
て
い
る
場
面
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
前
後
の
意
味
か
ら
、
本
文
中

に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
徳
川
将
軍
家
」
の
意
味
と
考
え
た
。

注
７ 

た
と
え
ば
奥
の
台
所
の
費
用
が
減
っ
て
も
、
表
の
台
所
の
費
用
が
か
さ
め
ば
、

表
も
奥
も
自
分
の
家
庭
内
な
の
だ
か
ら
、
全
体
と
し
て
な
ん
の
意
味
も
な
い
と

青
陵
は
例
え
る
（『
富
貴
談
』p.525

）。

注
８ 

前
述
の
徳
盛
誠
氏
『
海
保
青
陵　

江
戸
の
自
由
を
生
き
た
儒
者
』
の
「
第
一
章　

青
陵
と
そ
の
時
代
」
の
「
三　

時
代
観
察
の
方
法
」（p.17

〜24

）
に
お
い
て
、

青
陵
の
王
・
覇
論
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
青
陵
の

王
・
覇
は
問
題
の
所
在
を
つ
か
む
た
め
の
符
牒
で
あ
っ
て
、
具
体
的
対
象
を
指

し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
「
た
と
え
ば
「
公
方
様
」（
将
軍
）
は
諸
侯
と

の
関
係
で
考
え
れ
ば
、
王
の
立
場
に
あ
る
。
一
方
、
諸
大
名
は
、
他
の
大
名
と

せ
め
ぎ
あ
う
覇
の
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
も
っ
と
視
野
を
広
げ
て
、「
支
那
」

（
清
）「
朝
鮮
」「
オ
ロ
シ
ヤ
」（
ロ
シ
ア
）
を
隣
国
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
将
軍

も
ま
た
、
そ
う
し
た
国
々
を
意
識
す
る
覇
の
立
場
に
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」

（p.17

〜18
）
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
展
開
す
る
青
陵
の
王
覇
論
に
つ
い
て
ま
と
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め
る
際
に
は
、
徳
盛
氏
の
論
を
参
考
と
し
た
。

注
９ 

た
だ
し
青
陵
は
徳
川
政
権
は
太
平
の
世
で
あ
る
の
で
「
古
制
」
で
あ
る
「
周
礼

の
法
」
の
や
り
方
に
し
て
も
良
か
っ
た
が
、「
周
礼
の
法
に
組
か
へ
る
事
は
あ
し

き
と
思
ふ
御
役
人
あ
り
て
、
か
く
な
り
き
た
る
事
な
る
べ
し
」（『
諭
民
談
』

p.554
）
と
す
る
。
も
し
そ
れ
が
「
周
礼
の
法
」
を
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
体
制
、

つ
ま
り
「
周
礼
の
仕
掛
け
は
上
の
民
」（『
諭
民
談
』p.552

）
と
あ
る
よ
う
な
、

政
治
権
力
の
統
一
体
制
に
よ
る
民
衆
の
統
一
さ
れ
た
支
配
権
の
所
持
を
説
い
て

い
る
の
だ
と
す
る
と
、
非
常
に
大
胆
な
論
で
あ
る
。

注
10 

武
家
官
位
に
つ
い
て
は
、
藤
田
覚
氏
『
天
皇
の
歴
史
6　

江
戸
時
代
の
天
皇
』

（
講
談
社　

二
〇
一
一
）
の
第
四
章
「
江
戸
時
代
天
皇
の
諸
相
」
の
4
「
武
家
の

官
位
」（p.198

〜201

）
に
詳
し
い
。

注
11 

当
時
の
二
条
家
当
主
は
二
条
斉
信
（
一
七
八
八
－
一
八
四
七
）
で
あ
り
、
徳
川

家
斉
よ
り
「
斉
」
の
字
の
偏
諱
を
受
け
て
い
る
。

注
12 

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
閑
院
有
栖
川
伏
見
京
極
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
世
襲
さ
れ
る

親
王
家
、
い
わ
ゆ
る
宮
家
で
あ
る
。
宮
家
に
つ
い
て
は
前
述
（
注
10
）
の
藤
田

氏
著
書
『
天
皇
の
歴
史
６　

江
戸
時
代
の
天
皇
』
の
第
一
章
「
江
戸
時
代
天
皇

の
成
立
│
│
後
水
尾
天
皇
の
時
代
」
の
２
「
朝
廷
を
構
成
す
る
人
び
と
の
暮
ら

し
と
仕
事
」
の
「
天
皇
と
皇
族
」（P.40

〜42

）
に
詳
し
い
。

注
13 

「
小
民
」
と
は
「
庶
民
と
は
生
き
て
お
る
人
を
、
の
こ
ら
ず
指
し
て
い
ふ
な
り
。

天
子
よ
り
小
民
に
至
る
ま
で
が
庶
民
な
り
」（『
洪
範
談
』p.634
）
と
あ
り
、
ま

た
青
陵
は
「
小
民
」
の
例
と
し
て
「
大
工
」「
菜
売
」「
農
」
を
あ
げ
て
い
る
。

注
14 

こ
こ
で
「
士
大
夫
の
天
理
」
と
い
う
の
は
、
青
陵
は
『
書
経
』
洪
範
の
本
文
を

解
し
て
「
各
の
ま
も
る
べ
き
天
理
を
ま
も
れ
と
あ
る
」（『
洪
範
談
』p.634
）
と

し
、
天
子
も
小
民
も
各
々
の
持
前
の
「
天
理
」
の
通
り
に
生
き
る
こ
と
に
よ
り
、

各
々
は
幸
福
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
す
る
。
そ
の
た
め
士
大
夫
の
持

前
の
「
天
理
」
で
あ
る
、「
人
品
を
あ
げ
」「
学
問
を
す
る
」
こ
と
に
努
め
る
べ

き
は
、
本
来
士
大
夫
の
み
で
あ
り
、
小
民
は
小
民
の
天
理
で
あ
る
「
鉏
鍬
を
か

た
げ
て
土
地
を
掘
」「
鑿
槌
を
も
ち
て
木
を
き
る
」（
同
上
）
を
努
め
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
の
が
青
陵
の
考
え
で
あ
る
。

注
15 

衣
笠
安
喜
氏
『
近
世
日
本
の
儒
教
と
文
化
』（
思
文
閣
出
版　

一
九
九
〇
）「
第

三
章　

身
分
制
思
想
と
貴
賤
浄
穢
観
」
の
「
青
陵
の
賤
民
論
」p.68

〜70

、
小

島
康
敬
氏
『
徂
徠
学
と
反
徂
徠
』（
ぺ
り
か
ん
社　

一
九
九
四
）「
海
保
青
陵
│

│
そ
の
思
惟
構
造
」p.172

〜173

な
ど
。
そ
れ
に
対
す
る
見
解
も
あ
り
、
青
柳

淳
子
氏
「
海
保
青
陵
に
お
け
る
「
民
」
と
「
智
」
│
青
陵
思
想
の
愚
民
観
を
め

ぐ
っ
て
│
」（『
日
本
経
済
思
想
史
研
究
』
八
号　

二
〇
〇
八
）
は
、「
青
陵
思
想

の
中
で
は
、
士
が
「
賢
」、
三
民
が
「
愚
」
と
い
う
通
俗
的
愚
民
観
が
も
は
や
薄

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」（p.14

）
と
し
て
、「「
智
」
の
力
を
賢
愚
の
基
準
と
す
る

「
新
し
い
愚
民
観
」
を
創
出
し
て
い
る
」（p.16

）
と
す
る
。

注
16 

穢
多
に
つ
い
て
の
記
述
の
中
で
「
外
国
よ
り
ま
へ
り
た
る
夷
狄
の
種
に
し
て
、

我
天
照
太
神
宮
の
御
末
に
て
無
き
ゆ
へ
な
り
」（『
善
中
談
』p.484

）
と
あ
り
、

青
陵
は
日
本
人
を
天
照
の
末
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
前
述
（
注
15
）
の
衣
笠

安
喜
氏
『
近
世
日
本
の
儒
教
と
文
化
』
の
「
第
三
章　

身
分
制
思
想
と
貴
賤
浄

穢
観
」「
海
保
青
陵
の
賤
民
観
」
で
は
、「
天
照
大
御
神
を
民
族
の
祖
神
と
と
ら

え
る
思
想
と
表
裏
の
関
係
を
も
つ
」（p.70

）
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
青
陵

が
天
皇
に
対
し
て
天
孫
・
祖
神
観
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
全
く
な
い
と
は
言

え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
本
文
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
前
後
の
文
脈
か
ら
そ
の

意
味
で
は
と
ら
な
い
。

注
17 

青
陵
に
強
烈
な
穢
多
蔑
視
観
が
あ
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
主
な
研
究
と
し
て
前
述
（
注
15
）
の
衣
笠
安
喜
氏
『
近
世
日
本
の
儒

教
と
文
化
』
の
「
第
三
章　

身
分
制
思
想
と
貴
賤
浄
穢
観
」「
海
保
青
陵
の
賤
民

観
」（p.68

〜70

）
が
あ
る
。

注
18 

前
述
（
注
10
）
の
藤
田
覚
氏
『
天
皇
の
歴
史
6　

江
戸
時
代
の
天
皇
』
の
「
第

四
章　

江
戸
時
代
天
皇
の
諸
相
」「
4　

武
家
の
官
位
」（p.200

）
に
よ
る
。

注
19 

前
述
姜
鶯
燕
氏
「
近
世
中
後
期
に
お
け
る
武
士
身
分
の
売
買
に
つ
い
て
│
『
藤

岡
屋
日
記
』
を
素
材
に
」p.165

に
よ
る
。

注
20 
徂
徠
の
御
家
人
株
売
買
の
反
対
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
姜
鶯
燕
氏
「
近
世
中
後

期
に
お
け
る
武
士
身
分
の
売
買
に
つ
い
て
│
『
藤
岡
屋
日
記
』
を
素
材
に
」

p.166
〜167

に
指
摘
が
あ
る
ほ
か
、
拙
稿
「
身
分
流
動
か
ら
み
た
本
性
論
の
転



147　（坂本頼之）

換
」（『
国
際
哲
学
研
究
』
別
冊
14
号
）
で
も
論
じ
て
い
る
。

注
21 
「
大
政
委
任
論
」
及
び
儒
学
者
の
天
皇
制
論
に
つ
い
て
は
、
前
述
（
注
15
）
の
衣

笠
安
喜
氏
『
近
世
日
本
の
儒
教
と
文
化
』
の
「
第
二
章　

幕
藩
体
制
下
の
天
皇

と
幕
府
」
の
「
２　

天
皇
と
将
軍
」p.29

〜32

、
お
よ
び
前
述
（
注
10
）
の
藤

田
覚
氏
『
天
皇
の
歴
史
６　

江
戸
時
代
の
天
皇
』
の
「
第
五
章　

朝
幕
関
係
の

転
換
│
光
格
天
皇
の
時
代
」
の
「
４　

大
政
委
任
論
と
江
戸
後
期
の
天
皇
観
」

p.263

〜271

に
詳
し
い
。
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